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はじめに 

参加施設数は、36 施設（医療機関 33，検査ｾﾝﾀｰ 3）

で昨年と同様でしたが、施設は入れ替わりがあった。  

評価は、日臨技ｻｰﾍﾞｲの結果及び判定・入力方法に

準じ、日臨技ｼｽﾃﾑを利用し実施した。 

今年度も自動機器で対応できるよう全血の試料を

準備した。血液型判定では、基本的な手技・判定を

再確認するべく、明確な判定が実施できる試料を準

備することが望ましいが、今回は低温反応性のある

不規則性抗体陽性検体が含まれていたため判定に苦

慮する施設があった。 

 

実施項目と参加施設数 

血液型検査[ABO・RhD]：参加 36 施設  

不規則性抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ：参加 28（26）施設  

不規則性抗体同定：参加 19（16）施設 

試験管法による凝集価・抗体価の測定：参加 32（29）

施設であった。      ( )は昨年参加施設数 

 

測定試料 

血液型検査(ABO・RhD)， 不規則性抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、   

不規則性抗体同定 

<№51><№52>は、東海北陸ﾌﾞﾛｯｸ血液ｾﾝﾀｰの協力を得

て、事前供血者検査で不適となった同一献血者由来

の血液製剤（RBC-LR，FFP-LR）を 2 名分提供いただ

き、それぞれ血球と血漿を混和後、全血試料とした。 

<№51> 

ABO A 型，RhD 陽性  

不規則性抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 陽性 

不規則性抗体同定 抗Ｍ抗体（抗Ｍ） 

<№52> 

ABO B 型，RhD 陰性  

不規則性抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 陰性 

不規則性抗体同定 抗体なし（陰性） 

これらの試料については血液型（各種抗血清による

試験管法・ｽﾗｲﾄﾞ法・ｶﾗﾑ凝集法）、不規則性抗体ｽｸ

ﾘｰﾆﾝｸﾞおよび同定（試験管法による生理食塩水法，

酵素法，PEG 添加間接抗ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ法，ｶﾗﾑ凝集法）を 3

施設で実施し検査法による誤差が無いか事前に検

証・確認した。その結果 <№51>A1 血球うら試験は

直後判定で（2＋）～（3＋）であったが、37℃5 分

加温で陰性となった。 

試験管法による凝集価・抗体価の測定 

<№53>は、抗Ｄ血清をｱﾙﾌﾞﾐﾝ添加生理食塩水で各々

の濃度に調整し試料とした。 

<№53-1> 

抗Ｄ血清非添加ｱﾙﾌﾞﾐﾝ添加生理食塩水 

<№53-2> 

<№53-3>をｱﾙﾌﾞﾐﾝ添加生理食塩水で24希釈した も

の（4 管差相当） 

<№53-3> 

抗Ｄ血清をｱﾙﾌﾞﾐﾝ添加生理食塩水で抗体価 64 倍程

度に希釈したもの 

これらの試料についても 3 施設で検証を行ったとこ

ろ、<№53-2>（<№53-3>を 4 管差相当希釈したもの）

が 5～6 管差と希釈倍率より弱い反応が確認された。 

 

実施方法 

血液型検査 【輸血 A・B】 

日常実施している方法・試薬で実施 

必要に応じて追加検査を実施し、結果考慮の上、血

液型判定結果及び凝集価を報告 

不規則性抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 【輸血 B】 

生理食塩水法，酵素法，間接抗ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ法の各法につ

いて、日常実施している方法・試薬で実施し、結果

を報告 

不規則性抗体同定 【輸血 B】 

不規則性抗体の同定が可能な施設においては，同定

を実施し、結果を報告 

試験管法による凝集価・抗体価の測定 【輸血 A・B】 

凝集価  

<№53-1><№53-2><№53-3>を 100μℓ、<№51>の血球

を 1 回洗浄後 3～5％赤血球浮遊液とし 50μℓ、各試

験管にピペットで正確に分注し、室温 5 分放置後、

日常使用している判定用遠心機を用いて遠心判定、

報告 

抗体価 

凝集価で陽性を示した試料において、生理食塩水で

倍々希釈し、前述の条件にて実施し、判定、報告 
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試験管法による凝集価・抗体価の測定 
凝集価 
<№53-1>  評価 A 100％   

<№53-2>  評価 A 96.9％  評価 B 3.1％ 

<№53-3>  評価 A 96.9％  評価 B 3.1％  

 
＜図１＞ 

抗体価 

<№53-1> 評価 A 100％ 

<№53-2> 評価 A 87.5％  評価 B 12.5％  

<№53-3> 評価 A 87.5％  評価 B 12.5％ 

 

＜図２＞ 
 

一次ｻｰﾍﾞｲ評価 D は 2施設あった。2 施設には一次

ｻｰﾍﾞｲ締め切り直後に手技の確認、原因の聞き取りを

行い、直ちに再検査を行っていただいた結果 評価

A・B となった。 

原因の聞き取りや是正報告書から、1 施設は凝集

を強く取りすぎる傾向にあることと、1 施設は希釈

倍率の不備が考えられた。 

 

今回の凝集価は、<№53-2><№53-3>を４管差程度

に調整したが、事前検証でも 5～6 管差あり、配布試

料は更に減弱し＜表１＞に示す通り 6 管差と報告さ

れた施設が最も多かった。 
 

 
33 管管差差  0 

44 管管差差  2 

55 管管差差  3 

66 管管差差  18 

77 管管差差  9 

＜表１＞ 

 
同一試料における施設間差は、＜図２＞に示す通

り収束し、多くの施設が 1 管差内であった。 
さらに昨年同様、評価 B で二次ｻｰﾍﾞｲ対象外ではあ

るが他施設と結果が乖離していた 3施設にも手技の

確認を行い、残検体で再検を行っていただくよう依

頼した。3施設中 2 施設は<№53-2>凝集価（w+）、

抗体価 1倍と回答された。抗体価は（1+）の凝集を

示した試験管の最終倍率となるが、今回の選択肢に

抗体価 1倍未満がなかったため、選択肢の不備を連

絡し再検査を行っていただいた結果、1施設は（1+）

になった。 
 
 
県内の輸血検査の状況 

岐阜県内の輸血検査状況を輸血検査機器状況

＜図３＞、不規則性抗体検査法＜図４＞、酵素試薬

＜図５＞、間接抗ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ試験反応増強剤＜図６＞、

ｸｰﾑｽ血清の組成＜図７＞、および不規則性抗体検査

の検査法別実施状況＜表２＞に示す。 
不規則性抗体検査法が昨年は試験管法 6、ｶﾗﾑ凝集

法 19、固相凝集法 1 で、今年は試験管法 7、ｶﾗﾑ凝集

法 20、固相凝集法 1と著変は見られなかった。 

その他、使用機器・試薬についても昨年と比べ著

変は見られなかった。 

 
 

 
＜図３＞ 
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評価基準 

以下の基準を元に評価した 

未実施は評価対象外、未記入は評価を行わなかった 

ABO RhD 血液型判定  

<№51> 

ABO：『A 型』を評価 A   

  『判定保留』を許容正解で評価 A 

   それ以外は評価 D とした 

RhD：『D 陽性』を評価 A それ以外は評価 D とした 

<№52> 

ABO：『B 型』を評価 A  それ以外は評価 D とした 

RhD：『D 陰性』を評価 A  

  『D 陰性確認試験を実施しないため判定保留』     

  を許容正解で評価 A 

それ以外は評価 D とした 

不規則性抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ判定 

<№51>   

『陽性』を評価 A それ以外は評価 D とした 

<№52>   

『陰性』を評価 A それ以外は評価 D とした 

不規則性抗体同定 

<№51>   

『抗Ｍ』を評価 A それ以外は評価 D とした 

<№52>   

『抗体なし(陰性)』を評価 A  

それ以外は評価 D とした 

 

試験管法による凝集価・抗体価の測定 

凝集価 

<№53-1>，  

『陰性』を評価 A それ以外を評価 D とした 

<№53-2>  

『1+』を評価 A 『2+』を許容正解で評価 A 

『w+』を評価 B それ以外を評価 D とした 

<№53-3> 

『4+』を評価 A  

『3+』を評価 B それ以外を評価 D とした 

抗体価 

<№53-1> 

『陰性のため検査不要』を評価 A 

それ以外を評価 D とした 

<№53-2> 

『1 倍』『2倍』を評価 A 

『4 倍』を評価 B それ以外を評価 D とした 

<№53-3> 

『64 倍』『128 倍』を評価 A 

『256 倍』を評価 B それ以外を評価 Dとした 

 

結果 

<№51> 

血液型検査 

ABO 100％（A 型：22 施設、判定保留：14 施設）   

RhD 100％ 

不規則性抗体検査 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 100％  

抗体同定 100%（未実施：3 施設） 

 

<№52> 

血液型検査 

ABO 100％    

RhD 100％（D 陰性：34 施設、判定保留：2 施設） 

不規則性抗体検査 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 100%   

抗体同定 100%（未実施：2 施設） 

 

ABO 血液型 

<№51>は A 型として配布したが、事前検証の段階

からうら試験 A1 血球、O 血球に凝集が認められ、直

後判定ではおもてうら不一致となった。この反応は

37℃5 分加温で消失したため、低温反応性の不規則

性抗体抗Ｍの影響とし、精査を行って回答いただく

よう評価の対象とした。精査の方法をｺﾒﾝﾄ欄に記載

いただいた施設では、5～30 分加温、ﾌﾞﾛﾒﾘﾝ添加、M

抗原陰性 A 血球・O 血球を使用とあった。精査を実

施できない 14 施設は判定保留と回答いただいたた

め、許容正解 評価 Aとした。 

うら試験において A1 血球・B 血球に加えて O 型血

球との判定を実施している施設は 5 施設と昨年の 2

施設より増えたが、おもてうら不一致の精査・再検

目的で行われた施設が含まれると思われる。 

RhD 血液型 

<№52>は RhD 陰性であったが、D 陰性確認試験を

実施していない施設が 2 施設あった。そのうち 1 施

設は陰性とあったが、RhD 陰性確定は D 陰性確認試

験を行う必要があるため、「D 陰性確認試験を実施し

ないため判定保留」と訂正いただいた。 

昨年から調査している、Rh-Hr ｺﾝﾄﾛｰﾙ未実施は 1

施設と、昨年の 4 施設から減少した。Rh-Hr ｺﾝﾄﾛｰﾙ

については「赤血球型検査（赤血球系検査）ｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝ（改訂 2 版）」の 4.2.1 に抗Ｄ試薬と同時に Rh ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙを用いて検査を実施する。と明記されているた

め、昨年 4 施設に検討を依頼したところ、3 施設で

改善がみられた。今年度未実施施設には引き続き検

討していただくよう依頼した。 
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試験管法による凝集価・抗体価の測定 
凝集価 
<№53-1>  評価 A 100％   

<№53-2>  評価 A 96.9％  評価 B 3.1％ 

<№53-3>  評価 A 96.9％  評価 B 3.1％  

 
＜図１＞ 

抗体価 

<№53-1> 評価 A 100％ 

<№53-2> 評価 A 87.5％  評価 B 12.5％  

<№53-3> 評価 A 87.5％  評価 B 12.5％ 

 

＜図２＞ 
 

一次ｻｰﾍﾞｲ評価 D は 2施設あった。2 施設には一次

ｻｰﾍﾞｲ締め切り直後に手技の確認、原因の聞き取りを

行い、直ちに再検査を行っていただいた結果 評価

A・B となった。 

原因の聞き取りや是正報告書から、1 施設は凝集

を強く取りすぎる傾向にあることと、1 施設は希釈

倍率の不備が考えられた。 

 

今回の凝集価は、<№53-2><№53-3>を４管差程度

に調整したが、事前検証でも 5～6 管差あり、配布試

料は更に減弱し＜表１＞に示す通り 6 管差と報告さ

れた施設が最も多かった。 
 

 
33 管管差差  0 

44 管管差差  2 

55 管管差差  3 

66 管管差差  18 

77 管管差差  9 

＜表１＞ 

 
同一試料における施設間差は、＜図２＞に示す通

り収束し、多くの施設が 1 管差内であった。 
さらに昨年同様、評価 B で二次ｻｰﾍﾞｲ対象外ではあ

るが他施設と結果が乖離していた 3施設にも手技の

確認を行い、残検体で再検を行っていただくよう依

頼した。3施設中 2 施設は<№53-2>凝集価（w+）、

抗体価 1倍と回答された。抗体価は（1+）の凝集を

示した試験管の最終倍率となるが、今回の選択肢に

抗体価 1倍未満がなかったため、選択肢の不備を連

絡し再検査を行っていただいた結果、1施設は（1+）

になった。 
 
 
県内の輸血検査の状況 

岐阜県内の輸血検査状況を輸血検査機器状況

＜図３＞、不規則性抗体検査法＜図４＞、酵素試薬

＜図５＞、間接抗ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ試験反応増強剤＜図６＞、

ｸｰﾑｽ血清の組成＜図７＞、および不規則性抗体検査

の検査法別実施状況＜表２＞に示す。 
不規則性抗体検査法が昨年は試験管法 6、ｶﾗﾑ凝集

法 19、固相凝集法 1 で、今年は試験管法 7、ｶﾗﾑ凝集

法 20、固相凝集法 1と著変は見られなかった。 

その他、使用機器・試薬についても昨年と比べ著

変は見られなかった。 

 
 

 
＜図３＞ 
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評価基準 

以下の基準を元に評価した 

未実施は評価対象外、未記入は評価を行わなかった 

ABO RhD 血液型判定  

<№51> 

ABO：『A 型』を評価 A   

  『判定保留』を許容正解で評価 A 

   それ以外は評価 D とした 

RhD：『D 陽性』を評価 A それ以外は評価 D とした 

<№52> 

ABO：『B 型』を評価 A  それ以外は評価 D とした 

RhD：『D 陰性』を評価 A  

  『D 陰性確認試験を実施しないため判定保留』     

  を許容正解で評価 A 

それ以外は評価 D とした 

不規則性抗体ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ判定 

<№51>   

『陽性』を評価 A それ以外は評価 D とした 

<№52>   

『陰性』を評価 A それ以外は評価 D とした 

不規則性抗体同定 

<№51>   

『抗Ｍ』を評価 A それ以外は評価 D とした 

<№52>   

『抗体なし(陰性)』を評価 A  

それ以外は評価 D とした 

 

試験管法による凝集価・抗体価の測定 

凝集価 

<№53-1>，  

『陰性』を評価 A それ以外を評価 D とした 

<№53-2>  

『1+』を評価 A 『2+』を許容正解で評価 A 

『w+』を評価 B それ以外を評価 D とした 

<№53-3> 

『4+』を評価 A  

『3+』を評価 B それ以外を評価 D とした 

抗体価 

<№53-1> 

『陰性のため検査不要』を評価 A 

それ以外を評価 D とした 

<№53-2> 

『1 倍』『2倍』を評価 A 

『4 倍』を評価 B それ以外を評価 D とした 

<№53-3> 

『64 倍』『128 倍』を評価 A 

『256 倍』を評価 B それ以外を評価 Dとした 

 

結果 

<№51> 

血液型検査 

ABO 100％（A 型：22 施設、判定保留：14 施設）   

RhD 100％ 

不規則性抗体検査 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 100％  

抗体同定 100%（未実施：3 施設） 

 

<№52> 

血液型検査 

ABO 100％    

RhD 100％（D 陰性：34 施設、判定保留：2 施設） 

不規則性抗体検査 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 100%   

抗体同定 100%（未実施：2 施設） 

 

ABO 血液型 

<№51>は A 型として配布したが、事前検証の段階

からうら試験 A1 血球、O 血球に凝集が認められ、直

後判定ではおもてうら不一致となった。この反応は

37℃5 分加温で消失したため、低温反応性の不規則

性抗体抗Ｍの影響とし、精査を行って回答いただく

よう評価の対象とした。精査の方法をｺﾒﾝﾄ欄に記載

いただいた施設では、5～30 分加温、ﾌﾞﾛﾒﾘﾝ添加、M

抗原陰性 A 血球・O 血球を使用とあった。精査を実

施できない 14 施設は判定保留と回答いただいたた

め、許容正解 評価 Aとした。 

うら試験において A1 血球・B 血球に加えて O 型血

球との判定を実施している施設は 5 施設と昨年の 2

施設より増えたが、おもてうら不一致の精査・再検

目的で行われた施設が含まれると思われる。 

RhD 血液型 

<№52>は RhD 陰性であったが、D 陰性確認試験を

実施していない施設が 2 施設あった。そのうち 1 施

設は陰性とあったが、RhD 陰性確定は D 陰性確認試

験を行う必要があるため、「D 陰性確認試験を実施し

ないため判定保留」と訂正いただいた。 

昨年から調査している、Rh-Hr ｺﾝﾄﾛｰﾙ未実施は 1

施設と、昨年の 4 施設から減少した。Rh-Hr ｺﾝﾄﾛｰﾙ

については「赤血球型検査（赤血球系検査）ｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝ（改訂 2 版）」の 4.2.1 に抗Ｄ試薬と同時に Rh ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙを用いて検査を実施する。と明記されているた

め、昨年 4 施設に検討を依頼したところ、3 施設で

改善がみられた。今年度未実施施設には引き続き検

討していただくよう依頼した。 
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＜図４＞ 

 

＜図５＞ 

 

＜図６＞ 

 

＜図７＞ 

  生生食食法法  酵酵素素法法  ｸｸｰーﾑﾑｽｽ法法  
組合わせ別

実施施設数 

実施の有無 

未実施 未実施 実施 9 

未実施 実施 実施 12 

実施 未実施 実施 5 

実施 実施 実施 2 

検査方法別

実施施設数 7 14 28 参加施設 28 

＜表２＞ 

 

まとめ 

今年度も、評価 C･D の施設に対して二次ｻｰﾍﾞｲを実

施した。輸血は全血試料で検体を良い状態に保つこ

とが難しく、二次ｻｰﾍﾞｲには適さないことより対象外

としていたが、昨年より一次ｻｰﾍﾞｲ締め切り直後に検

体の状態を確認し十分な反応が得られることを確認

した上で、一次報告でのｹｱﾚｽﾐｽ等の確認を行う目的

と、評価 C･D の原因を考察し改善する機会を設ける

目的で二次ｻｰﾍﾞｲを行う事としている。輸血の二次ｻ

ｰﾍﾞｲは一次ｻｰﾍﾞｲ締め切り直後、検査手技などの聞き

取りを行い、原因を考察した上で直ちに再検査を実

施し、救済期間に結果を入力する形で行っている。

検体が残っていない施設に対しては検体を郵送した。

聞き取りで、各施設の機器状況、判定基準などの問

題点が判明し、改善を行う事で全施設が評価 B 以上

となった。ｻｰﾍﾞｲは手技を含めて一次で評価されるべ

きであるかもしれないが、一次ｻｰﾍﾞｲの結果を基に行

う原因の考察や、改善後の再検査はとても有意義で

あり、良好な結果が得られたため、次年度も二次ｻｰ

ﾍﾞｲを実施したい。 
試料は、一部に ABO おもてうら不一致が認められ

血液型確定には精査を必要とする検体があったが、

日常業務で遭遇することも踏まえ、精査手順を確認

する意味でも実施いただいた。 

精度管理試料は日本赤十字社の事前供血者検査で

不適となった血液を提供いただいており不規則性抗

体の種類は選べず、到着するまで精査を必要とする

検体が含まれていることがわかりませんでした。よ

って、手引書に精査の入力方法等を明記しておらず、

入力が解りづらかったことをお詫びいたします。 

試料の確保や作成は毎年の課題であるが、輸血検

査における異常反応は頻度が少なく、検査件数の少

ない施設ではｻｰﾍﾞｲでしか経験できない場合もある

ので、精度管理試料として適したものが提供できる

よう、検体の配布方法や抗血清の添加など更なる検

討を行います。 
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